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４
月
か
ら
翌
年
３
月
を
１
年
度

と
し
、
学
生
本
人
の
前
年
所
得
に

基
づ
き
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

特
例
を
受
け
ら
れ
る
所
得
の
め
や
す

　

所
得
が
１
１
８
万
円
＋（
扶
養

親
族
等
の
数×

38
万
円
）
以
下
の

場
合
。

手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
在
学
期
間
が
わ
か

る
在
学
証
明
書
、
又
は
学
生
証

（
裏
面
に
有
効
期
限
、
学
年
、
入

学
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
場
合
は

裏
面
も
含
む
）
の
写
し
、
認
め
印

　

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
、

失
業
し
た
場
合
な
ど
、
保
険
料
納

付
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
は
免

除
に
な
り
ま
す
。

免
除
と
な
る
所
得
の
め
や
す

　

前
年
所
得
が
次
の
計
算
式
で
計

算
し
た
金
額
以
下
の
場
合
。

•

全
額
免
除

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
１
）×

35
万
円
＋
22
万
円 

•

４
分
の
３
免
除

78
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額
＋

社
会
保
険
料
控
除
額
等

•

半
額
免
除

１
１
８
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除

額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

•

４
分
の
１
免
除

１
５
８
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除

額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
が
離
職
し
た
場
合
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
又
は

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の

写
し
、
認
め
印

　

20
歳
か
ら
50
歳
未
満
の
方
で
、

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

納
付
猶
予
と
な
る
所
得
の
め
や
す

　

所
得
が
（
扶
養
親
族
等
の
数
＋

１
）×

35
万
円
＋
22
万
円
以
下
の

場
合
。

手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
本
人
が
離
職
し
た

場
合
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

の
写
し
又
は
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
等
の
写
し
、
認
め
印

•

障
害
や
死
亡
等
の
不
慮
の
事
態

が
発
生
し
た
と
き
、
障
害
年

金
・
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

•

老
齢
年
金
を
将
来
的
に
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

　

３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
は
、

就
職
や
退
職
、
住
所
変
更
な
ど
に

よ
り
、
健
康
保
険
が
変
更
に
な
る

こ
と
が
多
い
季
節
で
す
。

　

社
会
保
険
等
の
加
入
、
脱
退
手

続
は
職
場
が
行
い
ま
す
が
、
国
民

健
康
保
険
は
自
分
で
手
続
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
切

替
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◎
届
出
が
遅
れ
る
と

　

加
入
手
続
が
遅
れ
る
と
、
保
険

証
が
な
い
た
め
医
療
機
関
で
の
支

払
が
10
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
数

か
月
分
ま
と
め
て
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
脱
退
の
手
続
が
遅
れ

る
と
、
国
民
健
康
保
険
税
と
社
会

保
険
料
を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◎
学
生
用
の
保
険
証

　

下
田
市
外
に
住
所
を
変
更
す
る

学
生
の
た
め
に
、
学
生
用
の
保
険

証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
学
生
用
の
保
険
証
を
持
っ

て
い
る
方
も
、
毎
年
４
月
に
更
新

の
手
続
が
必
要
で
す
。
学
生
で
な

く
な
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
次
の
日
程
で
登
録
と

集
合
注
射
を
行
い
ま
す
。

　

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
犬
の

鑑
札
・
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を

着
用
さ
せ
た
上
で
、
ご
来
場
く
だ

さ
い
。

※

生
後
91
日
以
上
の
犬
を
飼
育
し

て
い
る
方
は
、
犬
の
登
録
（
生

涯
１
回
）
と
毎
年
１
回
の
狂
犬

病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
が
法
律
に
よ
り
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

犬
の
登
録
が
済
ん
で
い
る
場
合

　

予
防
注
射
の
み
実
施
（
案
内
は

が
き
は
３
月
中
に
郵
送
し
ま
す
）。

持
ち
物　
愛
犬
手
帳
、
案
内
は
が

き
、
注
射
料
金
３
，５
０
０
円

犬
の
登
録
を
し
て
い
な
い
場
合

　

会
場
で
登
録
の
手
続
後
、
予
防

注
射
を
実
施
。

登
録
料
金　
３
，０
０
０
円

注
射
料
金　
３
，５
０
０
円

※

令
和
２
年
度
か
ら
集
合
注
射
料

金
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

集
合
注
射
で
の
注
意
事
項

お
住
ま
い
の
地
区
に
関
係
な
く

ど
の
会
場
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

お
釣
り
の
な
い
よ
う
に
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

逃
走
等
を
防
ぐ
た
め
、
首
輪
や

リ
ー
ド
を
し
て
く
だ
さ
い
。

犬
を
制
御
で
き
る
方
が
、
会
場

に
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

犬
の
フ
ン
の
後
始
末
を
し
て
く

だ
さ
い
。

会
場
で
注
射
が
困
難
な
犬
（
噛

み
癖
が
あ
る
犬
等
）
や
、
期
間

中
に
行
け
な
い
場
合
は
、
動
物

病
院
等
で
予
防
注
射
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

雨
天
で
も
実
施
し
ま
す
が
、
警

報
発
令
や
災
害
等
に
よ
り
、
事

前
通
知
す
る
こ
と
な
く
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

動
物
病
院
で
受
け
る
場
合

愛
犬
手
帳
、
案
内
は
が
き
を
持

参
の
上
、
予
防
注
射
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

市
内
の
動
物
病
院
（
下
田
動
物

病
院
・
宮
川
動
物
病
院
）
と
、

近
隣
町
の
獣
医
師
会
加
入
病
院

（
南
伊
豆
動
物
病
院
）
で
は
、

予
防
注
射
を
受
け
た
場
合
「
狂

犬
病
予
防
注
射
済
票
」
の
同
時

交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

注
射
済
票
が
交
付
さ
れ
な
い
市

外
の
病
院
で
接
種
し
た
場
合
は
、

環
境
対
策
課
（
清
掃
セ
ン
タ
ー

内
）
に
注
射
済
証
明
書
、
注
射

済
票
発
行
手
数
料
（
５
５
０

円
）
を
持
参
の
上
、
必
ず
注
射

済
票
（
骨
型
の
マ
ー
ク
）
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

交
付
を
受
け
な
い
と
手
続
完
了

と
な
り
ま
せ
ん
。

※

そ
の
他
、
犬
の
死
亡
や
登
録
内

容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
に
も

届
出
が
必
要
で
す
。

※

病
気
等
に
よ
り
注
射
が
で
き
な

い
場
合
は
、
動
物
病
院
が
発
行

し
た
注
射
猶
予
証
明
書
を
環
境

対
策
課
（
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
）

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

フ
ン
や
鳴
き
声
、
に
お
い
等
の

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
フ

ン
は
自
分
の
敷
地
内
で
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
散
歩
の
と
き
に
は

フ
ン
の
処
理
道
具
を
携
帯
し
、
必

ず
飼
い
主
が
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

　

家
で
は
外
へ
逃
げ
出
さ
な
い
よ

う
に
飼
い
、
散
歩
中
は
必
ず
ひ
も

（
リ
ー
ド
等
）
を
付
け
、
放
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
小
型
犬

で
あ
っ
て
も
、
犬
が
苦
手
な
人
に

と
っ
て
は
、
放
し
飼
い
の
犬
は
恐

怖
の
対
象
に
な
り
得
ま
す
。
自
分

の
こ
と
だ
け
で
な
く
周
り
の
人
の

こ
と
も
考
え
た
節
度
あ
る
行
動
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

首
輪
等
に
鑑
札
、
注
射
済
票
を

付
け
て
く
だ
さ
い
。
万
一
、
迷
子

に
な
っ
た
場
合
や
災
害
時
に
迷
子

札
の
役
割
も
果
た
し
ま
す
。

※

犬
の
未
登
録
や
予
防
注
射
の
未

実
施
、
鑑
札
、
注
射
済
票
の
未

装
着
は
狂
犬
病
予
防
法
違
反
で

す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
20
万

円
以
下
の
罰
金
が
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

問
合
せ
先

環
境
対
策
課（
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
㉒
２
２
１
３

学
生
納
付
特
例
制
度

保
険
料
免
除
制
度

納
付
猶
予
制
度

未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

犬
の
飼
い
主
の
皆
さ
ま
へ

犬
を
放
し
飼
い
し
て
は

　
　
　
　
　
　
い
け
ま
せ
ん
！

必
ず
鑑
札
・
注
射
済
票
を

　
　
　
　
　
　
つ
け
ま
し
ょ
う

犬
の
登
録
と

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
お
忘
れ
な
く

４月8日（水）

日　程 場　　　所
令和２年度 犬の登録と狂犬病予防注射日程表

時　　　間

４月9日（木）

４月10日（金）

４月13日（月）

9：30～ 9：50
10：10～ 10：40
11：00～ 11：20
13：00～ 13：30
13：50～ 14：20
9：30～ 10：00
10：15～ 10：45
11：00～ 11：30
13：00～ 13：30
13：40～ 14：00
14：15～ 14：45
9：30～ 9：45
10：00～ 10：40
11：00～ 11：40
13：30～ 15：00
9：30～ 9：45
10：00～ 10：20
10：35～ 11：10
11：30～ 11：50
13：40～ 14：00
14：15～ 14：30

板 戸 区 集 会 所
原 田 区 駐 車 場
外 浦 区 集 会 所
柿 崎 公 民 館
須 崎 漁 協
蓮 台 寺 公 会 堂
河 内 公 会 堂
稲 生 沢 公 民 館
本 郷 公 民 館
中（なか）公 民 館
賀 茂 保 健 所
田 牛 バ ス 停 横
朝 日 公 民 館
大 賀 茂 公 会 堂
市民文化会館駐車場
落合１号橋リサイクルステーション
須 原 区 民 会 館
基幹集落センタ－
北 湯ヶ野 集 会 所
横川・千代田屋前
加 増 野 バ ス 停 横

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　

（
窓
口
③
）
☎
㉒
３
９
２
２

※年金の手続が必要になる場合もありますので、年金手帳もお持ちください。
　また、すべての手続において認め印が必要になりますのでご用意ください。

⃞他の市区町村から転入した
→加入手続（必要な物：身分証明書）

⃞職場の保険をやめた（扶養含）
→加入手続（必要な物：職場の保険をやめた証明書）

⃞大学などの進学のために転出する
→切替手続（必要な物：国保保険証、学生証等）

⃞他の市区町村へ転出する
→脱退手続（必要な物：国保保険証）

⃞職場の保険に加入した（扶養含）
→脱退手続（必要な物：国保と職場の両方の保険証）

⃞保険証をなくした
→再発行手続（必要な物：身分証明書）

～国民健康保険の手続チェックリスト～

　
20
歳
に
な
る
と
、
学
生
で
あ
っ
て
も
日
本
国
内
に
住
む
方
は
公
的
年
金

に
加
入
し
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
経
済
的
に
保
険
料
納
付
が
難
し
い
場
合
、
免
除
・
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※

免
除
・
猶
予
を
ご
希
望
の
方
は
毎
年
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
４
月
が
申
請
開
始
月
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

助
け
あ
い
、
支
え
あ
う
「
年
金
」っ
て
と
っ
て
も
大
事

〜
国
民
年
金
に
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
〜


